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調達要求番号：                        

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書                          

物品番号  仕 様 書 番 号 

令和６年度職業能力開発設計集合訓練 

に係る教材作成等の部外委託 

 

作   成       令和  ６年  月  日 

変   更       令和  年  月  日 

作成部隊等名 東部方面総監部援護業務課 

 

1  総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は、陸上自衛隊東部方面総監部人事部援護業務課業務管理教育班が実施する定年予定年

度１０年前の隊員を対象とした令和６年度職業能力開発設計集合訓練に係る教材作成等の部外委託の

実施に関して、契約相手方の作業内容を定めるものである。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は関係法令及び規則等による。 

 

2  「職業能力開発設計集合訓練に係る教材作成等の部外委託」に関する要求 

2.1 「職業能力開発設計集合訓練に係る教材作成等の部外委託」の概要 

 定年退職を約１０年後に控えた陸上自衛官に対して、退職時までに必要な職業能力開発（再就職）

のための動機付けを適切に行うための訓練であるとともに、退職までの約１０年間の部隊等勤務に有

用な知識を付与するにある。併せて、定年退職の２～５年前に実施される「業務管理教育」に繋がる

ための教材等を作成し、官側に提供するものである。 

2.1.1 教育課目 

a) 教育目標 

 定年退職までの約１０年間を見据え、再就職に関する意識改革を促すとともに、今後約１０年間の

自衛隊勤務に活かせる教育を実施し、今後の自衛隊勤務をしつつ、再就職のために必要又は有利な特

技・資格等の具体的な目標を付与する。 

b) 教育対象者のスキル 

 多くは高等学校或いは大学を卒業後、直ちに入隊した者であり、過去に民間企業等での就職経験者

であっても入隊後２０年程度は経過している。 

c) 教育内容の細分 

 別紙「教育課目（基準）」による。 

2.1.2 受講者 

a) 自衛官（おおむね１０年以内に定年に達する隊員） 

b) 受講者予定者数  

  自衛官９００名（予定） 

2.2 細部実施要領 

a) 契約相手方は、別紙に示す課目に関する教育資料（テキスト、映像コンテンツ）(以下「教材」と 

いう。)を作成して提供するとともに、受講者の教育受講等の成果について確認する。 

1) 教材については、各課目毎にテキスト類のデータを作成し、作成したテキストのＰＤＦデータを

官側担当者に提供する。 

2) 作成するテキストは判読容易な書体でかつ１４ポイント以上を基準として作成すること。 
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3) 各課目毎の理解を促進するために、各課目を講義した内容に関するＰＣで再生可能な映像コンテ

ンツ（ウィンドウズメディアビデオ（以下「ＷＭＶ」という。）方式又はＭＰＥＧ４（以下「ＭＰ

４」という。）により再生ができるもの）を作成し、編集する。この際、各課目毎の講義内容の時

間は、各課目の時間（基準）で作成するとともに１時間を５０分（基準）での講義として、可能な

限りデータを圧縮して編集・保存する。なお、各課目の時間（基準）を変更する場合は、官側との

調整により、変更することができる。 

4) 映像コンテンツについては、動画データを提供するとともに、ＤＶＤ（ＷＭＶ方式又はＭＰ４方

式）に記録して提供する。 

5) ＤＶＤについては、２００セット数を複製して提供する。なお、ＤＶＤ１セットを単価により契

約する。 

6) 作成した教育資料については、１年間の使用許諾を譲渡する。  

7) 契約相手方は、作成した教材に関して担任官に説明をして、了承を得なければならない。この際、

教材等の修正が必要であると官側が判断した場合は、修正指示された教材を再度作成して、官側が

示した期日までに修正した教材を送付しなければならない。 

b) 契約相手方は、映像コンテンツの作成にあたり、官側と調整により、陸上自衛隊朝霞駐屯地業務 

管理教育センターの施設及び下記器材を使用することができる。 

1) ＰＣ（官側所有機材 Windows10 powerpoint2016搭載）１台 

2) プロジェクター １台 

3) スクリーン １台 

4) 音響器材（マイク、アンプ、スピーカ）１式 

c) 契約相手方は、８月３０日（金）までに、教材類の作成及び送付を実施する。 

1) 契約締結後、速やかに官側担当者と調整を実施して、教育内容について認識の統一を図るととも

に、調整結果に基づき、教材を作成する。 

2) 上記調整後、受講者と同様の内容の作成した教材のデータを官側担当者に７月２６日（金）まで

に提出し、点検を受けるものとする。（点検結果に基づき、配布用の複製を行うものとする。） 

d) 教材データ及び作成した映像コンテンツについては、官側に受講者に送付するものと同様のＤＶＤに

より送付する。 

e) 本仕様書に示す課目（指定課目を除く。）を全て満たした教材を作成すること。また、本教育に関

する成果確認ツールを作成して、成果物を提出させることで、受講者が全講義を修学したことを確認

することにより完了とする。 

f) 契約相手方は、教育等の成果について取り纏め、じ後の教育への反映事項を報告するものとする。 

2.3 契約相手側に求める能力 

a) 陸上自衛隊に関しての基礎的知識（組織、階級、退職年齢、退職関連制度）を有する。この際、じ 

後の定年退職２～５年前に行われる業務管理教育について、その教育目的や教育内容の概要を理解し 

ていること。 

b) 映像コンテンツでの講義を通じて、自衛官としての能力の有用性を活用する意識を促進させるとと

もに、本講義の内容について更なる自学研鑽を高める契機となるよう、受講者に興味を持たせる講義

内容にすることができ、更にじ後の業務管理教育（退職２～５年前）の準備教育となる講義が実施で

きること。 

c) 映像コンテンツで講義をする講師に求める条件 

1) 服装容儀端正でかつ標準語で滑舌がよく、声の張りや声質が明瞭で、受講者の聞き取りが容易で 

あり、受講者に更なる向学心や興味を抱かせる講義内容を話せるなどの技術に優れた者 

 2) 受講者に更なる向学心や興味を抱かせ、飽きさせない講義技術に優れた者 

d) 受託企業に求める条件 

  受講者からの教育内容の質問に対して、官側からの要望に基づき回答できる体制であること。 
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e) 契約相手方の本教育実施能力判定のため、官側の示す書類を文書により、入札前の官側の示す日の

１２：００までに会計隊を通じて提出し審査・承認を受けるものとする。 

  （但し、事前の調整によりＰＤＦ化したデータのメール送信も認める。） 

f) 官側の示す能力判定のための提出資料 

  2.3.e)に示す書類は下記の資料を提出すること。 

1) 会社概要 

2) 本仕様書に記載された内容を踏まえた実施要領及びサポート体制についての企業側提案 

3) 作成予定教材の一覧表 

4) 作成しようとする教材の概要についての説明資料 

5) 審査書類に関する疑義確認のための担当者名及びメールアドレス 

g) 審査基準は複数項目を点数化した相対評価とし、評価基準点以下または提出書類不備の場合、審査 

不合格とする。 

h) 官側から教材の改善を求められた場合は、これに適切に対応するものとする。 

 

3 諸費用の負担 

3.1 契約相手方の負担 

a) 教材等の作成、編集及び送付費用 

b) ＤＶＤ作成、編集及び提供に必要な諸経費 

c) その他実施に必要な企業側諸経費 

 

4 監督・検査等 

4.1 報告 

契約相手方は以下の項目について官側に報告する。 

a) 受講者の受講率等の確認結果（様式随意） 

b) その他本教育に関し官側から提出を求められた報告 

4.2 検査 

この仕様書によるほか、契約担当者の定める検査実施要領による。 

 

5 保全等 

a) 契約相手方は、契約の履行に際し、知り得た部隊等の情報及び隊員の個人情報については、本業 

務のみに使用するものとし、他の者に開示漏洩してはならない。これは本契約を終了した後も同様と

する。 

b) 個人情報の取扱いにあたっては、関係法令の定めに従うものとする。 

c) 契約相手方は、教材作成及び業務調整にあたり、駐屯地への立入等に際し、駐屯地において定め

る立入申請等、秘密保全のため必要な統制を受けるものとする。 

6 その他 

6.1 本仕様書内容に関する疑義等 

この仕様書に明記されていない事項及びこの仕様書に疑義が生じた場合は、官側と協議してこれを解

決する。 

6.2 審査資料提出及び細部調整先 

 〒178-8501 東京都練馬区大泉学園町 陸上自衛隊朝霞駐屯地 

東部方面総監部人事部援護業務課業務管理教育班 計画幹部 

048-460-1711（内線 ２５９１） 
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別紙 

教育課目（基準） 

 

１ 本訓練に関する基本的考え方 

  退職を１０年後に控えた自衛官は、各種の職務遂行を通じた知識・経験等をもって、日々充実し

た勤務を行っている一方、一般社会常識に乏しく、また定年延長に伴い若年定年制によって５０代

半ばでの退職がますます厳しくなる現実に目が向いていないのが一般的である。上記の特性を踏ま

え、退職を約１０年後に控えた時期にあたり、再就職の準備及び退職後の生活設計等に取り組む重

要性を気付かせるとともに、今後約１０年間の自衛隊勤務に精励しつつ、行うべき再就職準備に関

する教育を受講させる。 

 

２ 教材作成に関する留意事項 

(1) 現時点における自衛官としての職務遂行に真摯に取り組むことを大前提としつつ、退職後は民

間企業等に再就職することを踏まえ、民間企業等で働くために必要又は有利な特技・資格等の具

体的な目標を付与する。 

(2) 今後約１０年間の自衛隊勤務に活かせる教育内容及び再就職にあたって必要となる知識を付与

する。 

(3) 受講者はほとんどがキャリア教育を受けていない者であることを踏まえ、学校のキャリア教育

に準じた理解しやすい教育要領及び教育内容に留意する。 

 (4) 教育資料については、教育終了後に見返した際に、役に立つ内容を記載し、受講者の教育に対

する満足度が向上できるよう留意する。教育資料に専門用語を使用する場合は、用語集も作成す

る。 
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３ 教材内容の基準 

課 目 教育の狙い 教育内容等（基準） 時間 備考 

法
令
関
係 

社会生活に必

要な法知識 

退官後の勤務や生活環

境等の変化に伴い、これ

まであまり意識されなか

った法律について、憲

法、民法及び刑法を主軸

とした教育を行い、一般

社会人として必要な法的

な知識と理解を深めさせ

る。 

〇 日本国憲法（基本的人権、国民の義 

務） 

〇 公務員の基本的人権等 

〇 労働基準法（就業規則等含む） 

〇 民法概説 

  私法の原則・契約・意思表示・代 

理・債務不履行・契約不適合・危険負 

担・契約書・不法行為 

〇 債務者とトラブル発生時の処理等 

〇 リスク・ＣＳＲ 

〇 コンプライアンス・各種ハラスメント 

４ 

民
側
作
成 

再
就
職
基
礎
関
係 

社会経済基礎

知識 

 一般経済社会の基礎的

知識を付与して、退職後

の生活基盤確保に必要な

知識を付与する。 

〇 会社、株価、為替、求人倍率、失業 

率等の解説 

  会社の概要、株価・為替、有効求人 

倍率、失業率等の意味と見方 

２ 

業種紹介及び

資格紹介 

 退職後の就職先を選択

するための基礎的知識を

付与するとともに、業種

に関連する有利な資格を

紹介する。 

〇 若年定年退職自衛官の就職先となり得

る業種紹介及び業種に関連する資格の

紹介 

  ＯＢ等の実例紹介を含む若年定年退 

職隊員の最新の業種別就職の現況及び 

業種に関連する資格説明等 

８ 

民間企業とビ

ジネスマナー 

 自衛隊と民間企業の違

いを紹介しその理由を考

察することで今後の職務

遂行に活かすとともに再

就職準備の参考とする。 

〇 民間企業及び民間におけるビジネスマ

ナー 

  官・民の相違、自衛隊と民間企業の 

差異とその意味・理由や経緯等の説明 

を加えつつ解説して、民間に求められ 

るマナーを説明 

２ 

ライフプラン

基礎及び資格

紹介 

 退職後を見据えた個人

の特性に応ずるライフプ

ランの確立に資する知識

を付与するとともに、再

就職に有利な資格を紹介

して計画的な再就職準備

に資する。 

〇 人生 100年に対応する人生計画及び 

10 年以内で取得可能な資格の紹介 

  退職後の生活設計に必要な保険、年 

金及び若年退職給付金、ＮＩＳＡ、ｉｄ 

ｅｃｏ等を含めた退職後のライフプラン 

のたて方及び資格取得に関して各々の教 

育内容を吻合させて説明 

６ 

計 ２２  

   上記内容は、あくまでも基準を示すものである。細部については、教育効果、効率性及び最新の
専門的知見を踏まえ、適切な用語の使用及び教育内容等の細部について別途調整する。 

 


